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 政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の 3 人が“疾走してきた”4 カ月

を振り返り、専門家組織のあるべき姿を示し、政府に必要な対策を提案した。政府が

提案する案に応答することから、“前のめり”に提案するようになった経緯を率直に

述べ、今後は政府と専門家組織の役割分担を明確にすることを求めた。予定時間を大

幅に超えて活発な質疑応答が行われた。 
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司会＝内城喜貴 日本記者クラブ特別企画委

員 本日は、新型コロナウイルス感染症対策専

門家会議の主要メンバーのお三方においでい

ただいています。お三方に、これまでの専門家

会議のあり方、あるいは活動を振り返っていた

だくとともに、新たな今後の感染拡大に備えた

専門家助言組織のあり方、さらに政府と専門家

会議とのあり方などについてもうかがいたい

と思います。 

脇田先生からのお話の後、皆さんからの質問

をお受けいたします。 

脇田隆字・座長 今回の会見は、専門家会議

としていつも出している正式な「提言」に関す

る会見ではなくて、これまで構成員が 4カ月間

の活動を振り返った内容の説明と、今後の流行

に備えるために要望をするということが主な

目的です。 

5 月 29 日の専門家会議の後の会見でも申し

あげましたが、専門家会議のあり方について構

成員の間で議論して、文章を練り上げてきまし

た。今日、この記者会見の後にその文書を公表

する予定にしていますけれども、ここではまと

めた概要を紹介させていただきます。 

専門家会議が疾走した 4 カ月 

まず「はじめに」、わが国では近年、新しい

感染症による深刻な打撃に直面することがな

かったため、感染症に対する危機管理を重視す

る文化が醸成されてこなかった、という現実が

あります。 

こうした状況の中、新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議は、「新型コロナウイルス感

染症の対策について医学的な見地から助言等

を行う」ことを目的に、2 月に発足して以来、

感染の拡大スピードに負けないように疾走し

てきました。この 4 カ月間の間に、計 10 本の

「見解」と「状況分析・提言」を取りまとめる

など、一定の役割を果たしてきたと考えていま

す。 

しかし、同時に、緊急事態下における専門家

助言組織のあり方については、様々な課題もみ

えてきました。感染状況が一旦落ち着いたいま、

われわれの立場からみた専門家会議の課題に

言及するとともに、専門家組織のあるべき姿を

はじめとして、必要な対策を政府に提案したい

と考えています。 

2月の初頭に、厚生労働省はアドバイザリー

ボードを設置しました。国内での流行に備えて、

2 月 7 日と 10 日の 2 回にわたり開催をされ、

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」船

内の対応や、PCR検査の拡充などをめぐり、意

見を求められました。 

一般的に、国が設置した審議会では、示され

た議事次第に沿って、政府提案に対して専門家

が意見を陳述するということが多いわけです

けれども、アドバイザリーボードにおいても、

事務局が用意したテーマに対して構成員が意

見を述べるという形で進められました。 

2 月 14 日になり、政府対策本部のもとに、

「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」

が発足しました。この専門家会議には、「新型

コロナウイルス感染症の対策について医学的

な見地から助言等を行う」ことが求められてい

ました。構成員には、アドバイザリーボードの

メンバー全員と、座長が出席を求める関係者と

して複数の有識者が加わりました。 

第１回（2月 16日）では、ダイヤモンド・プ

リンセス号に関する対応に加えて、政府から提

案された「相談・受診の目安」に関して議論を

行い、この目安は、翌日に厚生労働省より各自

治体に通知されました。 

第 2 回（2 月 19 日）では、主として大規模

イベントの開催について議論しました。この時

点では、構成員の役割は依然として政府が提示

した案に応答するという受動的なものでした。 

2月中旬になって、感染拡大とその影響が甚

大となる可能性が予期され、「迅速に行動し、

対策案を政府に伝えないと間に合わないので

はないか」という強い危機感が、構成員の間で

高まってきました。 

そのため、構成員で非公式に話し合い、新し

い感染症に対する専門家集団としての責任感

から、①政府が提示する案に応答するだけでは

なく、専門家側が感染状況を分析し、感染防止
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対策案をまとめて政府に提起する必要性②そ

の提案に至った理由を社会に説明する必要性

③徐々に明らかになってきた情報をもとに、市

民に感染症防止策を共有する必要性―につい

て意見が一致しました。 

政府の審議会において、専門家が積極的に取

り組みを進めることは一般的ではありません

が、新たな感染症による未曾有の事態を目の前

にして、われわれ専門家が果たすべき役割は、

政府に科学的な助言をするだけではなく、感染

予防や拡大防止に資する対策案も提供するこ

とと考えました。 

受動的な姿勢から積極的な「提言」へ 

第 3 回（2 月 24 日）の会議では、構成員か

ら「専門家と行政側がブレインストーミングす

るような場を持ち、行政から依頼のあった個別

の問題だけでなく、全体の大きな方向性や戦略

などを、適宜、厚生労働大臣に進言できるよう

な体制を望む」と発言して、加藤勝信厚生労働

大臣の了解を得ました。 

また、感染拡大への備えに関する危機感を市

民と迅速に共有すべきと考え、「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本方針の具体化に向け

た見解」を取りまとめ、政府の了承も得たうえ

で発表するに至りました。 

この見解の中では、感染の状況や感染経路、

感染リスクが高そうに思われる場所について

説明し、そうした場所への接近を回避するよう

に市民に呼びかけました。 

第 5回（3月 2日）では、医療提供体制の拡

充と、必要な病床数について検討しました。ま

た感染者の約 80％が無症状あるいは軽症であ

ることや、感染拡大が徐々に進む北海道で取る

べき対策について、政府に対して助言を行いま

した。 

第 6回（3月 9日）の見解では、日本の基本

戦略として、「クラスターの早期発見・早期対

応」、「患者の早期診断・重症者への集中治療の

充実と医療提供体制の確保」、「市民の行動変容」

の 3本柱を政府に対して提案しました。 

また第 8回以降、発表する文章のタイトルが

「見解」から「状況分析・提言」に変更されま

した。感染が拡大傾向になる中で、より有効な

提案を行うために、専門家としての意見ととも

に、政府の考え方や対策の全体像を理解するた

め、一定の緊張関係のもとに、 厚生労働省、

内閣官房の職員らと構成員が連日議論しなが

ら「状況分析・提言（案）」を取りまとめ、 会

議でさらに徹底的に議論した内容を取り入れ

て文章を完成させ、記者会見で発表するという

形式を続けることになりました。 

4月 7日に、新型コロナウイルス感染症対策

本部の決定により、7都府県に対して、新型イ

ンフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言が

発出されました。なお、緊急事態宣言に関して

は専門家会議ではなく、基本的対処方針等諮問

委員会が政府の諮問に対して議論し、答申を行

いました。 

また 4 月 16 日には、7 都府県に 6 道府県を

加えた計 13 都道府県が新たに「特定警戒都道

府県」として指定されるとともに、それ以外の

34 県についても緊急事態宣言の対象とされま

した。諮問委員会は、政府の諮問事項に対して

答申することが求められていました。 

この間、専門家会議の構成員は、感染拡大防

止のため、接触の 8割削減の効果などについて

議論を重ねていました。 

また、11回から 15回の専門家会議では、緊

急事態宣言下での国内流行状況の評価ととも

に、その時々の施策の提案とさらなる課題等を

政府に助言をしていました。 

なお、専門家会議の議論では、感染症対策に

関わる ELSI、いわゆる「倫理的法制度的社会的

課題」の観点も検討し、「状況分析・提言」に

盛り込んできました。 

政府対策本部が示した専門家会議の責務は、

「医学的見地から助言等を行う」こととされて

いました。われわれはこれを「医学的・公衆衛

生学的見地からの感染状況の評価と分析、さら

に取るべき政策について提言をすること」と認

識し活動してきました。政府と連携しつつ、他

方で科学者としてのインテグリティ、つまり客

観性、政治的中立性、誠実さを確保しながら活
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動してきました。 

しかし、これまでの活動を通じて、専門家助

言組織そのもののあり方、あるいはその活動に

も関連し、幾つかの課題が浮かび上がってきま

した。 

浮かび上がった専門家会議の課題 

まず、専門家助言組織のあり方について、述

べたいと思います。 

これまで専門家会議は、この感染症を早期に

収束したいという共通の目的を達成するため、

正式な会議だけではなく、一定の緊張関係のも

とに、時に厚生労働省や内閣官房の職員を交え、

時に専門家だけで、今後取るべき対策を議論し

続けてきました。 

しかし、状況が日々刻々と変わり、迅速な対

応が求められる中、本来であれば、専門家会議

は医学的見地から助言を行い、政府は専門家会

議の提言を参考としつつ、政策の決定を行うも

のですが、その境界が、外からみると分かりに

くくなっていたのではないかと考えます。 

また、専門家による情報発信においても、あ

たかも専門家会議が政策を決定しているよう

な印象を与えていたのではないかと考えてい

ます。 

感染拡大が目の前に迫り、われわれの間にも

危機感が高まりました。しかし、一般市民に対

しては、その危機感が十分に伝わらなかったよ

うに思われました。そのため、2月 24日の「見

解」では、市民に直接行動変容をお願いするに

至り、その後も「新たな生活様式」などの提案

を続けました。 

しかし、こうした活動を通じて、専門家会議

の役割に対して、本来の役割以上の期待と疑義

の両方が生じたものと考えています。すなわち、

一部の市民や地方自治体などからは、さらに詳

細かつ具体的な判断や提案を専門家会議が示

すものという期待を高めてしまったのではな

いでしょうか。 

その半面、専門家会議が人々の生活にまで踏

み込んだと受け止め、専門家会議への警戒感を

高めた人もいました。 

また、要請に応じて頻回に記者会見を開催し

た結果、国の政策や感染症対策は専門家会議が

決めているというイメージが作られ、あるいは

作ってしまった側面がありました。 

次に専門家会議の活動と関連してみえてき

た課題について、述べたいと思います。 

新たな感染症の流行においては、その臨床像

を迅速に解析することが求められます。しかし、

診療だけでも精いっぱいの状況下での研究の

実施は、研究の種別を問わず、医療機関にとっ

て大きな負担となります。対応に追われる医療

現場において、研究開発を行うための支援の枠

組みやインフラが作られてこなかったため、全

国で網羅的かつ迅速に臨床情報の収集や資料

の収集、分析が不十分にならざるを得ませんで

した。 

日本のどこでどのような研究が行われてい

るか分からないこともあり、最新の AI 研究な

どを臨床に活用することも模索しましたが、疑

問の解決に最適な研究を実施しているパート

ナーと迅速に協働することが困難なことがあ

りました。 

また、感染症対策において最も重要な疫学情

報へのアクセスと、感染状況に関する科学的な

評価と、その根拠の提示については大きな課題

がありました。 

個人情報の取り扱いなどの理由から、地方公

共団体からデータの提供、利用、公表の合意を

得ることは容易でないことが多くありました。 

こうした事情から、諸外国のようには迅速な

データ公開や研究、論文発表ができず、これま

での日本の対策の国際的な評価を難しくさせ

ていることは大変残念でした。 

そこで、政府に提案をしたいと思います。 

政府との役割分担を明確に 

本来、専門家助言組織は現状を分析し、その

評価をもとに、政府に対して提言を述べる役割

を担うべきであると考えます。また、政府はそ

の提言の採否を決定し、その政策の実行につい

て責任を負う。そして、リスクコミュニケーシ

ョンに関しては政府が主導して行い、専門家組
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織もそれに協力する、という関係性であるべき

と考えます。 

専門家助言組織の役割、政府と専門家助言組

織の関係性について明確にする必要があると

考えます。そのうえで、専門家助言組織は、社

会経済活動の維持と、感染症防止対策の両立を

図るために、医学や公衆衛生学以外の分野から

も様々な領域の知を結集した組織とする必要

があります。 

また、専門家助言組織には、政府のリスクコ

ミュニケーション体制に助言できる専門人材

を参加させるべきと考えます。さらに、こうし

た専門家助言組織が有効に機能するためには、

事務局の十分なサポートもお願いしたいと思

います。 

また、すでに明らかになったように、この新

型コロナウイルス感染症は、様々な社会的影響

をもたらします。大きな流行が収束した後に顕

在化し、その後の社会に長く悪影響を残し続け

る問題も少なくありません。感染症対策と直 

接的に関わる ELSI（倫理的法制度的社会的課

題）のほか、起こりうる社会的諸問題を迅速に

先取りして議論し、政府の意思決定に資する助

言をする専門家も参加する必要があります。 

これまで 4 カ月間にわたる専門家会議の活

動を通じて、様々な課題も明らかとなってきま

した。次の感染拡大に備えて、喫緊で対応すべ

き課題と、今後必要になる中長期的に対応すべ

き課題とがあります。 

新型コロナウイルス感染症対策においては、

研究を迅速に進めつつ、感染拡大防止に向けた

公衆衛生上の対策を実践する必要があります。 

危機対応時においては、まず市民が身を守る

ための情報を簡潔かつ明瞭に発信する必要が

あります。 

しかし、事態の推移につれ、それぞれの時点

で最新の知見や感染状況を反映した対策を提

案する際には、広く人々の声を聴き、市民の暮

らしに与える影響や被害にまで心を砕いたコ

ミュニケーションを実践しなければなりませ

ん。このため、政府には危機対応時におけるリ

スクコミュニケーションのあり方や体制につ

いて、早急に見直しを行っていただきたいと考

えます。 

政府が果たすべきリスクコミュニケーション 

こうした危機対応時における共創的なリス

クコミュニケーションは、一方向的な広報とは

大きく異なります。戦略的な情報発信を実践す

ることができるよう、政府はリスクコミュニケ

ーションに関する専門人材を活用すべきであ

ると考えます。また、政府とリスクコミュニケ

ーションの専門家と専門家組織は、それぞれが

相互に連携のうえ、発信すべき情報について議

論を行い、合意された内容について情報発信を

行うべきです。 

また、本感染症の対策において中心的な役割

を果たす地方公共団体にとっても、国からのメ

ッセージが端的で分かりやすいものである必

要があります。政府が発出する事務連絡も、リ

スクコミュニケーションの一形態と認識した

うえで発出できるようにするため、専門家によ

るアドバイスを求めるようにするべきと考え

ます。 

専門家がその専門性を生かしながら有効な

助言を行うためには、自らが研究課題、リサー

チ・クエスチョンと言いますが、それを設定し、

その解決に向けて道筋をつけるべきと考えま

す。 

政府は、新型コロナウイルス感染症に戦略的

に対応するため、リサーチ・クエスチョンの解

決に向けて、研究を実施する様々なグループと

議論及び連携ができるように、積極的な支援を

お願いしたい。 

また、データの共有には様々な課題が存在し

ます。解決の一方法としては、地域の疫学情報

を迅速に収集し、分析・公表できるシステムと

して、新型コロナウイルス感染者等情報把握・

管理支援システム「HER-SYS（ハーシス）」が構

築されていますが、このシステムの徹底的な活

用に取り組むとともに、生じた課題への対応を

速やかに実施し、万全の体制を整備していただ

きたいと考えます。併せて、国はデータヘルス

改革についても加速化させるべきであります。 
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次に中長期的な課題として対応をお願いし

たい事項です。 

感染者を診療する医療機関の負担を最大限

に考慮したうえで、新しい感染症の実態を迅速

に把握し、必要な研究を速やかに実施できるこ

とが重要です。 

そのため政府には、感染症指定医療機関等の

研究実施体制を強化したうえで、全国の医療機

関が研究に協力できるようにしていただきた

い。また、研究組織に対して人的・物的な支援

が計画的になされるようにしていただきたい

と考えています。 

国においては、感染症疫学専門家の養成を強

化し、各地方公共団体への配置を進めるべきで

あります。感染症危機の際に、政府は、専門家

組織が各地方公共団体に配置された感染症疫

学専門家と緊密に連携できる体制を取れるよ

う支援することが、感染症の早期収束につなが

るものと考えます。 

政府は提案の着実な実行を 

終わりになりますが、これまで専門家会議は

新型コロナウイルス感染症による重症者及び

死亡者を、少しでも減らしたいというただ一点

の目的のためだけにがむしゃらに対応に当た

ってきました。今後の専門家助言組織の役割と

責任に関し、改善及び対応すべきことについて

提案しました。政府においては、必要な対策を

着実に講じていただきたいと考えています。 

過去 4 カ月間の専門家会議の活動は、計 10

本の「見解」と「状況分析・提言」に集約され

ています。これらを公表し続けることができた

のは、厚生労働省と内閣官房職員の多大な努力

による面も大きいと考えます。 

また、専門家会議の構成員は、有志の専門家

から個人的に有形無形の応援や適切な助言を

受ける機会もあり、われわれにとって大きな支

えとなりました。以上ここに深く感謝申し上げ

る次第です。 

 

（質疑応答） 

 

質問 3月 2日の会議以降に、ちょっと内容

が削られてしまったという報道があります。無

症状者の関連部分が削られてしまったという

ことです。座長からその経緯を少しお願いしま

す。 

「見解」は専門家会議の議論の結果 

脇田 3月 2日の見解で、無症状者の、とい

うお話ですけれども、無症状者からの感染があ

ることは、その前の「見解」では、確かにわれ

われは述べていたところですが、まだ十分な知

見がそれほどない状況で、そこを入れるべきか

どうかを議論しました。 

3 月 2 日では入っていないのですけれども、

その次の 3月 9日からはまた入ってくる。とい

うところで、エビデンスが徐々に固まってくる

ところで、そういった……。当時は、発症の前

―プレシンプトマティック（presymptomatic）

といいます―には感染があることは、かなりの

確度で分かっていました。あるいは軽症の方が

感染させるということは分かっていた。けれど

も無症状の方に関してはまだそれほどエビデ

ンスがないというところで、3月 2日では、そ

の「見解」からはその内容が落ちたと考えてい

ます。 

ですから、それが落とされたとか、そういう

ことではなくて、われわれの見解としてそのよ

うな形になったと考えています。 

質問 この見解にもありますが、専門家会議

が発足当初と比べて、後半になって自由に物を

言えるような体質、性質が変わってしまったと

いうふうにお感じになっていますか。 

脇田 自由に発言できたかどうかというこ

とですか。 

質問 言い方が失礼かもしれませんが、政府

の案を、追認するような形になってしまったの

ではないでしょうか。 

脇田 当初は、専門家会議からの見解を出し

ていました。先ほども述べましたけれども、わ

れわれが様々な状況を分析する中で、厚生労働

省の職員の方々や内閣官房の職員の方々と、そ

れこそ本当に連日のように議論をしながら、会
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議を進めてきたわけです。 

時には専門家だけで、時にはお役人の方も一

緒になった形で議論してきました。われわれが

分析をして、政策に資するような提言をしてい

く中で、政府の考え方も知りたいというところ

もありますので、議論のすり合わせのようなも

のはあったと思います。けれども、自由な意見

が言えないというようなことは全くないと認

識していますし、われわれが出した文書は、専

門家会議の議論の集約だと考えています。 

質問 いまの質問の続きですけれども、3月

2日に無症状の方を入れなかった件ですが、政

府から、入れたらパニックになるという趣旨の

説明があって入れなかったという一部報道が

りますが、正しいかどうか教えてください。 

脇田 私も正確には覚えていませんけれど

も、そういう発言があったかもしれません。 

ただ、そういったところだけが、それを入れ

たかどうかという原因ではないと認識してい

ます。そういったいままでの振り返りも当然あ

るわけですけれども、できれば、われわれとし

ては、この場では専門家会議の将来のあり方を

議論したいということで今回の会見に臨んで

いるということもご理解いただきたいと思い

ます。 

質問 資料からは、個人情報の取り扱いなど

の理由から、データがなかなか提供されなかっ

たと読み取れると思います。ほかの国との比較

もちょっと触れられましたが、国際水準と比べ

て、どういう点が特に問題なのか、どういうふ

うなデータの共有をすべきなのか。 

現状分析をするのが助言組織だということ

ですが、現状分析にも支障が出るぐらいのデー

タの足りなさだったのではないかなと、お話を

伺っていて思ったのですが、そういう点も含め

てお願いします。 

課題が残るデータ収集方法 

脇田 感染症の情報収集システムは、現状で

は NESID（ネシッド＝感染症サーベイランスシ

ステム）というシステムがあります。これはそ

れぞれ現場のお医者さんが個票に手書きで記

入をして、それをファクスで保健所に送る。そ

のファクスのデータをもとに、保健所の方が地

方の情報センターに送り、それが中央情報セン

ターに送られてくる、そういうようなシステム

になっていて、それを毎週集計するという形で

す。 

そうすると、毎日のデータというのは基本的

にはリアルタイムに出てこないわけです。そう

しますと、厚生労働省は、地方自治体が毎日発

表する感染者を集計して、リアルタイムのデー

タを作っていくという作業を別にやっていた

わけです。 

今回は HER-SYSができて、お医者さんが直接

入力して、リアルタイムの情報を集めるという

システムになってきました。 

リアルタイムに感染症の疫学情報を集める

ことが、感染症対策に非常に重要なわけです。

けれども、現場から吸い上げるというと語弊が

ありますが、難しかったという状況があります。 

それから、この感染症の難しいところは、ど

ういったところで、どういった方が感染してい

るかという、かなり個人情報に近いような情報

も収集をすることが対策に重要なわけです。現

在も新宿の接待を伴うような飲食店で、ある程

度流行があるということですけれども、そうい

ったところに介入をする必要がある。そういっ

た個人情報をいかにして地方自治体から集め

るかというところにも問題があったと考えて

います。 

質問 どうすべきだったと思いますか。 

脇田 HER-SYS というシステムが構築され

ましたが、現状では全ての地方自治体がその情

報を載せられるわけではない。つまり個人情報

をインターネットに載せられるかというとこ

ろがあります。 

そういった個人情報を取り扱う規約と言う

か、規制と言うか、そういうところを乗り越え

て情報を収集できるようなシステムを、今後構

築していく必要があると思っています。 

質問 尾身さんにお聞きします。クラスター

対策が中心だったことが、PCR検査の抑制につ

ながったという指摘があります。第 2波、第 3
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波が来た場合に、クラスター対策の位置づけは

どうなるのか。 

少なくともクラスター対策だけでは間に合

わないということはいまや常識化しています

が、その方針転換もどこでどう始まったのか、

しっかりと伝わってこないまま、いつの間にか

PCRは大事だと、強調されるポイントが変わっ

ていったと思っています。第 2波、第 3波を控

えて、クラスター対策の位置づけはどうなのか。

やはりここに原点があるということで、今後も

対応されるのか、それとも補完的なものなのか、

あるいは別次元のものなのか、その点をぜひお

聞きしたい。 

PCR検査はクラスター対策と表裏一体 

尾身 重要なご質問をありがとうございま

す。いまのご質問は、PCR検査を途中で急に強

調して、これからクラスター対策をどのように

するのか、というご質問だと思います。 

日本は、皆さんご承知のように、SARS（重症

急性呼吸器症候群）の直撃を受けなかったとい

うこともあるし、2009 年の新型インフルエン

ザ（H1N1）でも世界で一番死亡率が低かったと

いうこともあって、ほかのアジアの国々に比べ

たら――台湾などは優等生だった――少し準

備が悪かったと思うのです。      

そういう中で、PCR検査のことは、実はクル

ーズ船のときから、これはキャパシティーが問

題だということが分かっていた。議事概要がい

ま出ていると思うのですけれども、2 月 10 日

の時点でわれわれはすでにキャパシティーの

問題があるので、キャパシティーを何とかしな

くてはいけないという問題意識を持って、政府

にも申しあげてきております。 

その後も、PCR検査のキャパシティーについ

ては、公式、非公式にいろいろなことを申しあ

げています。特に 2月の後半になって、かなり

強い要請をし、3 月 28 日の基本的対処方針で

はかなりはっきりと、例えば民間の医療機関、

検査機関もしっかりと参加してもらい、あとは

都道府県ごとの会議体によって PCR の検査体

制の運営状況をしっかりみてもらう、というよ

うなことを言っていましたので、急に変えたと

いうことは、事実として……。 

クラスター対策と PCR 検査は表裏一体のも

のです。もともと初期のころ、2月に武漢から

来たときも、クラスター対策をやっていて、そ

のときは PCR 検査も数が少なかったがやって

います。そういう意味では、クラスター対策と

いうのは、先ほど座長がお話ししたように、3

本柱ということでやってきて、これからも私は

重要な 3本柱だと思っています。 

しかし、緊急事態宣言が出た 3月末から 4月

初旬にかけて、患者数があのように急速に上昇

すると、クラスター対策ができるキャパシティ

ーが限界になります。保健所の人たちは一生懸

命やっていますけれども、ご存じのように、保

健所の機能も目いっぱいなので、なかなかクラ

スター対策が機能しなくなったというのはあ

ります。 

実は緊急事態宣言を 4 月 7 日に出した理由

はいろいろありましたけれども、一つの理由は、

医療崩壊に対する懸念があったこと。もう一つ

はクラスター対策ができなくなったというこ

とで、早く医療崩壊を防ぐ必要がありました。 

ということで、患者数が一定程度抑えられれ

ば、クラスター対策はこれからも有用だと思い

ます。一緒に PCR検査体制も拡充する必要があ

ると思います。これは二者択一ではなくて、一

緒にパッケージでいくことだと思います。 

質問（Zoom） 死亡者が欧米に比べて少なか

ったことについて、改めてご見解を伺いたい。 

脇田 日本が特に致死率が低かったかどう

かということですけれども、私は必ずしもそう

は考えていなくて、感染した方の数が少なかっ

たと考えています。 

例えば、アメリカの状況をみますと、アジア

人と白人の感染する割合、そして重症化する割

は、ほとんど変わらないんですね。もちろん黒

人の方が少し感染者数が多くて、重症化する割

合も多いですけれども、それは、どちらかとい

うと社会的な要因も多い。そういった面からい

くと、死亡が少なかった大きな理由は、やはり

感染が欧米ほど拡大しなかったということが
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一番大きな理由だと考えています。 

ですから、提言の中でも述べましたけれども、

人工呼吸器の許容するラインを、オーバーシュ

ートが起きる手前で楽々と超えてしまうとい

うような状況が、日本では何とか抑えられた。

そのため重症の方を手厚く治療することがで

きた、ということがあったと私は考えています。 

質問 最初の質問に関連してですけれども、

5月 1日の提言の際に、専門家会議の原案には、

1年以上の長期戦を覚悟する必要がある、とい

うような文言が入っていたのですが、会見後に

は削除されていました。これも政府との調整の

結果というか、政府や厚労省から指摘があった

ということでしょうか。 

もう一つ、脇田座長と岡部先生にお聞きした

いのですが、議事録が作られて公開されなかっ

たという問題について、改めてご見解をお願い

します。 

議事録での検証は重要 

尾身 政府とわれわれ専門家の意見が異な

るということは、当然あると思うのですね。立

場が違いますので。われわれは基本的には感染

症対策という観点のみとはいいませんけれど

も、中心に考える。政府はもう少し広い立場で

考える。そういう意味では、政府のお考えある

いは意見と、われわれの意見が違うこともある

し、同じこともあるのは、これは当然だと思い

ます。 

われわれは専門家として、先ほど座長のプレ

ゼンテーションにあった、いわゆるインテグリ

ティーという客観性、中立性、誠実性を保ちつ

つ、よりよい提案をするには、例えば政府がど

んな通知を県や医師会に出しているのかを知

らないと、われわれの提言が適切なものでなく

なりますよね。そういう意味では、いろいろな

意見交換をしました。政府とわれわれの意見が

一致することが多かったですが、幾つかの点で

違う。 

そういう中で、最終的には提言書はわれわれ

がプロフェッショナルとして書くことになっ

ていますので、われわれが納得したものについ

て出したということです。その間にいろいろな

意見があったのは当然で、ただ、政府から、そ

ういう大事なときに不当な介入があったとか、

そういうことはございません。われわれがいろ

いろ意見交換をして、最終的にわれわれ自身が

納得して、これを世に出そう、そういうプロセ

スであったと私は考えています。 

脇田 議事録の問題ですけれども、ここに座

っている 3人とも、議事録の公開について、政

府が決めることについては、異議を唱えている

わけではありません。 

ただ、この専門家会議が始まるときに、議事

録という形で残す会議ではなくて、自由闊達に

意見を述べるということで、議事概要として残

すという了解で始まった会議でありました。た

だ、議事録をきちんと残したほうがいいという

意見もありました。 

これまでのことはともかく、議事概要に発言

者の氏名もつけるということが原案として提

案されて、構成員はそれに反対をしないという

ことで、今後の専門家会議の議事概要について

は、そういった形で残される。 

それから、速記録は当然取られているわけで

すから、議事録についても過去のものを含めて

整理して、保管されて、適切な時期に公開され

ると承知しています。やはりこういった会議の

内容が十分に検証されることは必要だとわれ

われも考えますので、政府のお決めになった内

容で、議事概要の公開はされていくべきだと考

えています。 

岡部 私は国の会議を幾つか、あるいは自治

体の会議に出ますけれども、冒頭でどういうス

タイルでやるかというのは、事務局側から説明

があるのです。多くの場合は議事録を残します、

というように。でも、議事録を残しません、議

事概要は出しますとか、幾つかの最初のルール

を事務局側から聞くこともあります。今回の専

門家会議では開いたときに、議事録はどうする

のですか、実は僕は自分で質問していたと思い

ます。そのときの事務局側からの説明が、議事

概要は残します。しかし、議事録として公開、

残すものではない、というような説明があった
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ので、ああ、そういうスタイルの会議なんだな

と思いました。 

ただ、議事録があると自由闊達な意見を言わ

ないかというと、少なくとも私自身はそういう

つもりではない。ただ、言うときに注意は必要

ですね。個人名まで全部――個人名というのは

例えばどこそこで誰それさんがどうなったと

いう個人名が議事内容に出たりするのは、それ

は当然まずい。それから、概要が出たときにも、

あることについて諮問を受けて、こういう意見

が出ました、というだけだと誰がどういう意見

を言って、その結果どういうふうに採用された

かが分かりにくいので、質問に個人の名前が残

っていいですかときかれて、自分は、どれが自

分の発言かというのは重要だと思うので、残っ

たほうがいいだろうという意見を述べました。 

それと議事録が仮に残るとすると、「てにを

は」だけではなく、十分に伝わってなかったり、

発言がうまくいっていない部分を、われわれが

校正しなくてはいけない。 

そうなると、速報的には出ない。もし議事録

を残すのならば、自分の発言をみるのに相当時

間がかかるので、きちんとチェックする形が必

要だろうという意見を申しあげました。 

質問 ちょっと前のめりになった、という部

分についてですが、これによって市民や医療現

場に実害を与えたということがあったのでし

ょうか。 

もう一つ、前のめりになった原因については、

今回のお話に、専門家会議としての原因はよく

書かれていると思います。一方、例えば政府側

が、今回の施策は専門家の方にお聞きしたうえ

で、と何回も言われるのを見ると、政府側にも

一定の責任といいますか、理由があるのではな

いかと考えますが、どうでしょうか。 

危機感が前のめりにさせた 

脇田 われわれが前のめりになってしまっ

た原因は、専門家会議の構成員の間で危機感が

醸成されたことが大きかったと思います。 

諮問を受けてそれに応えるだけ、という形の

会議体で進めるのではなくて、われわれが考え

ることを政府と共有しながら対策に当たって

いく必要があると考えて、前のめりになってい

った。それによって、われわれ自身が「見解」

とか「状況分析・提言」という形で発信してい

くことになりました。そのため、われわれが全

て決めているようなイメージが作られていっ

たと考えています。 

政府のほうがということですけれども、われ

われが今回提案しているのは、専門家会議と政

府の役割分担をきちんと明確にしておく必要

がある、ということだと考えています。 

ですから、専門家会議が状況を分析して、評

価して、提言する。それを政府に受け止めてい

ただいて、政策について決断されるわけです。

その情報を市民の皆さんに共有してもらうわ

けですけれども、その際、決まったことを政府

が主体的にコミュニケーションしていただく

必要があると考えます。さらに、どうしてこう

いった政策になるのか、という科学的な説明は

われわれ専門家の役割だろうと考えています。 

今回、今後の専門家助言組織のあり方につい

て提言しているわけですけれども、そういった

政府と専門家会議の役割分担をしっかりして

いく必要があると考えています。 

質問 いまの脇田先生のお答えに関連しま

すけれども、専門会議の機能を、法的根拠のあ

る新型コロナウイルス感染症特措法に基づく

有識者会議に移管するという考え方がありま

すが、それについていかがでしょうか。 

尾身 私どもが今日のプレゼンテーション

で示しているのは、われわれの役割を明確にし

てください、リスクコミュニケーションは基本

的に国が中心で、われわれはそれを補佐する、

ということです。それと、これからは社会経済

活動を活発にしていきながら、感染の拡大を防

止するという、両立を図らなくてはいけないと

いうことです。 

そういう意味では、2 月から主に公衆衛生、

ウイルス学、医療の専門家が、主に提言を書い

てきたわけですけれども、これからは社会経済

その他の領域の人も入れることをお願いして

います。どういう有識者会議にするのかは、わ
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れわれが基本的な考えをお伝えしているので、

どう組織化するかは政府に決めていただけれ

ばと思います。 

質問 2 つの質問になってしまいますが、1

つ目は、6 月 25 日で非常事態宣言解除から 1

カ月になります。今日、東京では陽性者が 55

人出ましたが、現状をどう分析していますか。 

2つ目は、政府との役割に関してです。解除

の基準として、10 万人当たり 0.5 人という基

準を決めたときに、政府とどのようなやり取り

があったのか。専門家の中では、地域によって

状況が異なるので、数値化が難しかったという

考えもあったと聞いたこともある。数値化をめ

ぐる議論と、どう数値化したのか教えていただ

きたい。 

脇田 東京ではハイリスクな場所での感染

者の診断、件数が続いています。そういったと

ころは問題になりますけれども、前回の感染拡

大においても、そういった接待を伴うような飲

食店での感染がありました。 

その感染が家庭内で広がる、そして家庭の中

から病院や施設に伝播していくという経路を

非常に警戒しています。 

東京では、夜の街だけではなくて、リンクが

追えない感染者が多く見つかってきています。

そういった方々が多く見つかるということは、

それだけ見えないクラスター感染が存在して

いることを意味します。ここから市中感染に広

がっていくことを、非常に警戒しています。こ

れが次の流行拡大になるかどうかをしっかり

見極めて、そのようなクラスターがあれば、早

期に対応していくことが重要だと考えます。 

一方で、前回の状況と現在の状況はかなり変

わってきています。モニタリングといいますか、

検査体制も変わってきていますし、医療提供体

制においても、かなり準備ができている。そう

いったこともありますので、しっかりと検査を

しながら、流行拡大の状況をみきわめて、対策

を取ることが重要だと考えています。 

数字だけでなく医療体制も重要な判断材料 

尾身 2 つ目のご質問ですが、4 月 7 日に出

た緊急事態宣言を解除するのですから、真剣に

議論をしました。われわれの間で議論をしただ

けではなく、政府との意見交換もかなりしまし

た。 

そういう中で、ご質問にあった数値目標につ

いての、われわれ専門家の中での共通合意は、

人口 10 万人当たり 0.5 人にするのか、0.6 人

にするのかという、数だけが独り歩きすること

は絶対あってはならない、というものでした。 

数自体は一つの目安で分かりやすいので、そ

れを期待されるのは十分に分かっていました。

しかし同時に、もう一つ重要なのは医療体制で

す。 

もともと、緊急事態宣言を出した理由の一つ

は、医療の崩壊を何とか食いとめたいというこ

とでした。ですから解除するときに、単に数字

が 0.5というようなことではなくて、医療体制

がどうなっているかという、総合的な判断が必

要だということは、おそらく全員のコンセンサ

スだったと思います。 

そうは言っても、ある程度目安として数を示

したほうがいいとも思いました。ただ、それが

独り歩きするようなことは避けたかった。国と

われわれは必ずしも一緒ではないですよね。

0.5というのは、いろいろ考えましたけれども、

先ほどご質問にあった、クラスター対策はどこ

までならできるのかを、真剣に議論して、絶対

的な数字ではありませんけれども、0.5という

一つの目安を政府に申しあげました。 

政府には、十分分かっていただきましたけれ

ども、――これは私の個人的な観測ですけれど

も――政府は当然われわれよりは社会経済の

ことを多く考えると思います。 

ですから政府は 0.5 から 1 ぐらいまでの幅

を持たせた方がいいのではということでした。

緊急事態宣言に関わるものは政府が決める、わ

れわれはそれに応えるということで、われわれ

は明確に 0.5人と言いました。最終的に、たし

か基本的対処方針に書かれたときは、0.5から

1と、少し幅を持たせた。これはわれわれの意

見を聞いた後の政府の判断でした。ただし、政

府も 1を超えて良いということではない。医療
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体制なども考えるというのは、われわれと共通

でした。ただ 0.5 にこだわるのではなくて、1

ぐらいまでの幅を持たせてはどうか、というこ

とでした。われわれは、その政府の考えに納得

したことで、基本的対処方針には 1までと書か

れたわけです。 

司会 5 月 29 日の専門家会議の提言を改め

て拝見しますと、その中に、同じ指標である実

効再生産数とか、感染者数の倍加時間が入って

いない。その辺はいかがでしょうか。 

“風景”が変われば目安も変わる 

尾身 5 月 29 日というと、再指定の話です

かね。再指定については、われわれの考えは政

府に示してあります。例えば 10 万人当たりの

累積報告数、直近 1週間の倍加時間、直近 1週

間の感染不明の割合、基本的にはこの 3つが非

常に重要だと思います。その他に実効再生産数

とか、検査体制なども考慮するということを申

しあげた。 

再指定について、われわれが数を示すことは、

できるのですけれども、解除が終わった後に再

指定を議論する中で、その考え方はいま述べま

した。何度か申しあげましたが、6 月、7 月に

なると、緊急事態宣言が解除されたことに加え

て、いろいろな科学技術の面で変化がありまし

た。医療の技術で言えば、抗原検査が唾液でで

きるようになったこともあるし、PCR検査も唾

液でできるようになる。また、発病から 9日ぐ

らいは PCR 検査と抗原検査の感度がそれほど

変わらないことも分かってきた。 

政府も受診の目安について、もう 4日待たな

いで、すぐに行ってもいい、というようにした。

早晩、まだ結果は分かりませんけれども、臨床

治験の結果もいずれ出てくる。抗体の問題も出

てきました。緊急事態宣言の前といまで違うの

は、こういう新たな科学、医療技術が発展し、

次第に実用化されてきていることです。ですか

ら、以前とは同じ基準ではなく、少しは考えな

いといけないということで、われわれはあえて

数を書かなかった。 

ただし、再指定みたいな状況に事態が動く可

能性はあるわけですね。そういう場合に、指標

となる数をあえて言わなかったのは、新しい環

境に入りつつあるわけですね、いろいろな診断

薬や診断キットが出てきている。全く同じ状況

ではなく、言ってみれば風景が変わってくるか

らです。 

ただし必要とあれば、時機を逸しないで、な

るべく早く提案するのがわれわれの責任だと

思っています。 

岡部 数字が独り歩きすると、どうしても数

字を目標にして、少し低いと安心だとか、ちょ

っと超えるともうだめというような状況にな

りがちです。基本的には、医療体制がしっかり

と構築されていて救急は大丈夫、重症の患者さ

んを引き受けられる病棟もある、軽症の患者さ

んも診ることができる、という返事が臨床から

あるかどうか、そこが一番のポイントだと思い

ます。 

例えばいま東京では増えたり、減ったりとい

う状況ですが、重症の患者さんがあふれるよう

なら、いまでもアラートだと思います。増えて

も、きちんと重症の患者さんが入院できるので

あれば、当初の目的である少しでも重症者を減

らす、できるだけ救える命を救うという目的に

適うと思います。 

ただ、判断するときに、PCR検査法やフォロ

ーの仕方、重症の度合い、年齢などによって幅

が出てくるので、必ずしも全部を数値ではあら

わせないということは、私も随分強調しました。 

質問 提言では、日本版 CDC（疾病対策予防

センター）設立の必要性には触れていなかった。

この点についてのご見解をお聞かせください。 

日本版 CDCは必要か 

脇田 CDCは、厚生労働省が担っている役割

と、国立感染症研究所が担っている役割を合わ

せたようなものだとお考えになればいいと思

います。 

感染症研究所は、日本の感染症の流行の状況

を把握、解析をして厚生労働省に報告する。そ

れに対して、厚生労働省が必要な対策を行うと

いうことです。ある意味、専門家会議と似たよ
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うな立場にあると考えられます。 

ですから、日本版 CDCをつくれば、感染症対

策はうまくいくのかといいますと、必ずしもそ

うではない。日本版 CDC という箱を作っても、

そこで何が必要なのかを十分に吟味して、その

機能を持たせることが重要です。今回の流行対

策で、日本のどこが足りなかったのか。それを

十分に分析して、必要な機能をさらに持たせる

ことが重要です。 

新型インフルエンザが流行したときに、尾身

先生とか岡部先生に総括していただいた報告

書に、日本に足りないものが、いろいろ書かれ

ています。例えば PCR検査機能が足りなかった

とか、保健所の機能が足りなかったとか、感染

症研究所の機能強化をすべきだとか、というこ

とが書かれている。今回も同じような教訓があ

り、そういったことを強化していくのだろうし、

新たに必要な機能として専門家会議はリスク

コミュニケーション機能の強化を提案してい

ますけれども、感染研でも、そういったところ

が必要だと思います。 

それから、今回、西浦先生の数理疫学の解析

は非常に重要だったわけですけれども、日本に

数理疫学の専門家がたくさんいるわけではな

い。感染研にも専門家がいない。そういった機

能を一つ一つきちんとみて、必要な機能を強化

していくことが大事であって、日本版 CDCを作

ればいいという話ではないと私は考えていま

す。 

質問 政府への提案にある組織のあり方で

すが、「様々な領域の知」というのは、社会学

者と経済学者と捉えてよいか。また、リスクコ

ミュニケーションの専門家を入れたほうがい

いでしょうか。 

提案では喫緊の課題と長期的な課題に分け

られていますが、時期は明示されていない。次

の感染拡大に備えてということですと、直ちに

この組織を変革してほしい、ということなのか。 

脇田 提案に書いてある組織は、次の感染拡

大に備えて、ということですから喫緊に対応し

てほしいということになります。 

先ほど尾身先生が言われたと思いますけれ

ども、次の専門家会議には感染症や疫学の専門

家だけではなくて、社会学、経済学の専門家も

加えることが必要ではないかと思います。 

リスクコミュニケーションに関しても、必要

な助言をしていただける専門人材に参加して

いただくことが必要だと思います。 

尾身 スピード感としては、早くやっていた

だきたいと願っています。 

それと、私は「これからは社会、経済の両立」

と言っていますが、差別の問題もあるし、心理

学的な問題もあるし、法律的な問題や、地方の

問題もある。単に社会、経済学者だけではなく

て、オールジャパンでいろいろな人が関与した

ほうがいいというのが、われわれ専門家の願い

です。最終的には政府がどうされるかだと思い

ます。 

質問 様々な分野の意見がないと、最終的に

政府は対策を決められないわけですけれども、

医学的な知識も必要だし、ましてや新しいウイ

ルスについて、感染症とか医学の専門家が何ら

かの形で常に助言をする場があったほうがい

いと思います。そういうのはなくなってしまっ

て、いろいろな分野の人が集まる会議が一つあ

ればいいという考えなのか。 

関連で、リスクコミュニケーションは専門家

会議ではなくて、政府に任せたほうがいいとい

うお話がありました。でも、おそらく一般の人

たちは政府よりも専門家会議のほうを信じて

いたと思うのですね。専門家会議としての見解

をこれからも発信し続けていっていただきた

いと思いますが、その必要性はないのでしょう

か。 

変わらない専門家の責任ある関与 

尾身 本来、感染症だから、非常に技術的な

ことですよね。だから、社会経済の人よりも、

あなたたちがこれからも頑張れという、励まし

とお聞きしました。いまは皆さんのおかげで下

火になって、これから社会経済との両立という

意味で、社会経済の人が入ってくる必要がある。

けれども感染症対策に実際に関わった者とし

ての経験から申しあげると、感染症対策の初期
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は、技術的な問題なので、早いうちから専門家

が関与するべきだと思います。 

そこでは専門家が考えた、先ほどの座長の言

葉だと、リスク評価をなるべく早く政府や政治

家に伝えて、判断を仰ぐことが非常に大事だと

思います。 

ですから、これからは経済との両立を考えて、

誰がという人の問題はありますが、医療や公衆

衛生の専門家が、これからも基本的には関与す

べきだと思います。しっかりした専門家、いわ

ゆる医療、公衆衛生の専門家としての意見を政

府に提案すべきだと思います。 

ただ、いまは社会や経済がこれだけのインパ

クトを受けている。大変な思いをしている企業

や個人の方がおられるわけです。その人たちを

どうサポートするかは、われわれの専門性だけ

では難しいので、社会や経済の専門家が入って

きてほしい。 

ただ、そのことで、われわれ専門家が責任を

回避するということではないと思います。 

岡部 最初のうちは、未知の病気であり、不

明のことがたくさんある。エビデンスもないし、

いままでの経験と、専門的な知識をもって、あ

る程度の決め事をしなくてはいけない。 

そのときに、言い方は悪いですけれども、私

たちからすると、素人は黙っていてくれ、とい

うようなところもあるぐらいなのです。ただ、

そういう考えが進んでいくと独り善がりにな

ってくる。そこはいろいろな分野の方々、社会

経済的なことが主になるのでしょうけれども、

あるいは法律の分野の方の意見を聞く必要が

あるだろうと思います。 

2009 年のパンデミックのときに、専門家会

議という名称ではありませんでしたが、私はそ

のような対策会議に入っていました。そのとき

の反省の一つは、諮問を受ける形で答申を出し

ましたが、専門家としての意見が非常に通りに

くかった。あるいは聞こえづらかったのではな

いか、という思いがありました。ですから 2009

年の総括会議のときに、専門家の意見を聴くべ

きである、ということを述べたわけです。 

そういう意味では、専門家の意見を聴くとい

うことでは、進歩したと思います。ただ、そう

いう会議体は本来は常設的であるべきだし、必

要に応じてメンバーを変えたりする必要はあ

ると思います。いろいろな人が集まって最初か

らああだこうだと言っても進まないと思うの

で、病気のことは病気の専門家にまずは聴いて

いただきたいという思いはあります。 

脇田 今回の提言の中で、リスクコミュニケ

ーションの主体は政府が行うべきだと提言し

ています。 

ただ、専門家がリスクコミュニケーションを

しないのかといったら、そんなことは決してな

い。医学的、公衆衛生学的なコミュニケーショ

ンでは絶対にわれわれの専門的な見地が必要

だと思います。それはもちろんこれからも続け

ていくと理解しています。 

質問 科学者、専門家の組織は、政府からの

独立性という点から、どのような姿が望ましい

とお考えでしょうか。 

コミュニケーションを取りながら客観性を守る 

尾身 感染症対策というのは、実は感染症と

いう学問やウイルス学という学問等を基礎に

しますが、実は、それだけでは終わらないとこ

ろがあるのです。 

なぜかというと、感染症の拡大を防止するた

めには、人々の動き、今回で言えば行動変容で

すね、そういうことをわれわれが提言して、最

終的に政府がお願いするということだと思い

ます。いわゆる実験室の学問とは違う部分があ

るのです。それが感染症対策と、ほかの純粋な

科学との違いといってもいい。 

2003 年の SARS のときも、WHO（世界保健機

関）という医療の専門機関が、2003 年 4 月に

香港と広東省に渡航延期勧告を出しました。そ

れは一つの極端な例ですけれども、それほど社

会科学的な側面がある。 

したがって、政府が何をやっているのかを全

く分からないで提言はできません。政府は、事

務連絡を保健所に出したり地域に出したりし

ます。そこで何を考えているのか分からなけれ

ば、適切な提言ができません。ですから政府の
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人たちとコミュニケーションを取って、意見交

換をすることは必須なのです。 

独立性という意味では、ここだけは絶対大事

だから、専門家としては譲れないという部分が

ある。それがインテグリティー、つまり客観性、

中立性、誠実性ということです。政府としっか

りコミュニケーションするけれども、大事なと

ころは譲らないというのは非常に大事で、今回

われわれはそうしてきた。政府から全く離れて、

全く独立してということではなくて、コミュニ

ケーションはするけれども、大事なところで専

門家会議としての中立性、客観性、誠実性を守

ってきたつもりです。これからも新たな会議の

人たちは、そうしていただければと思います。 

司会 予定の時間は過ぎておりますけれど

も、本日のお三方は、なるべく皆さんの質問に

お答えしたいとおっしゃっていただいていま

すので、そのお言葉に甘えて、もう数問、受け

たいと思います。 

質問 先ほど西村康稔経済再生担当大臣が、

特措法に基づく有識者会議のもとに、新型コロ

ナの分科会を作ると会見で述べたそうです。新

たな専門家助言組織というのは、その分科会に

移行するイメージなのか。そういったことにつ

いての連絡が先生方にあったのか。 

専門家会議が政策決定をしているようなイ

メージを持たれた、作ってしまったというお話

がありました。具体的に、どういった場面でそ

のようなイメージが作られたとお考えなのか。

また、イメージが作られたことによって、何か

具体的な問題が発生したのかを教えてくださ

い。 

尾身 大臣がそういう発表をされたのです

か。 

質問 西村大臣が記者会見をして、そこで発

表があったそうです。 

尾身 あ、そうですか。私はそれは知りませ

ん。先ほど申しあげましたように、われわれは、

責任をというか、役割を明確にしてください、

ほかの社会経済の人を入れてください、と申し

あげたことはあります。どういう会議体にする

かは政府がいろいろなことを考えておられる

というのは、何となくわれわれは感じていまし

たけれども、それはわれわれの役目ではないの

で、政府にお任せしていました。西村大臣の記

者会見については知りませんでした。 

質問（Zoom） 今回、接触 8 割減という強い

提言を出されましたけれども、もし再び流行が

起きた場合、同じ接触 8 割減を提言されます

か。 

接触制限に至る前に対策を 

脇田 接触 8割減だけではなくて、営業自粛

とか、外出自粛など様々な自粛要請がされまし

た。実際には、すでにいろいろ言われています

けれども、今回の流行のピークは 3 月 25 日辺

りにあり、さらに緊急事態宣言が出て、流行の

スピードが落ちていると思っています。しかし、

その効果を、それぞれ分割して解析するのは非

常に難しい。 

8割削減でどの程度の効果があったのか、営

業自粛要請でどの程度の効果があったのか、そ

れはこれから解析をしていかなければならな

いと考えていますけれども、一つには、感染症

の流行の肝という部分があります。ハイリスク

な場所です。そういうところをいかに抑えてい

くか。 

市中感染を抑えるためには、接触を抑えなけ

ればならないという状況のもとで、8割削減を

お願いしたのですから、今後の流行状況によっ

て、取るべき対策が変わってくるだろうと思い

ます。 

接触削減をしなければならない状況に至ら

ないように、その前に対策を打っていくという

ことが重要です。最後の提言だったかと思いま

すけれども、ハイリスクの場所を 5割削減して

いけば、流行の拡大はある程度抑えられるとい

うことを入れていますので、まずはそういった

ところを中心に対策をしていくことが必要だ

と考えています。 

質問 今日、東京では新規陽性者が 55 人で

したが、第 2波に向けて提言されましたが、専

門家会議のあり方以外の、例えば検査体制とか、

国の制度、対策についてお聞かせください。そ
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れから、翻ってわれわれ市民が次の波に向けて

どんなことをしていけばいいのかということ

について、お話しください。 

尾身 先ほどの脇田先生の答えの中にもあ

ったと思いますが、これからやるべきことは、

明らかに 2 月、3 月、4 月の緊急事態宣言の前

とは違うと思います。 

幾つかその理由があります。まずは、われわ

れ日本人が多くのことをこの数カ月の間に学

んだということです。感染のリスクがどこで高

いのかも分かっている。それから、検査体制の

充実が必要だということも分かって、徐々にで

すが拡充している。医療供給体制についても、

崩壊寸前までいった危機感があったので、医療

従事者、医療の関係者は学んでくれた。これか

らまた大変ですよね、努力しなければいけない。 

あとは、海外からの流入が重要になってきて、

必要なら、水際対策も緩めるわけにはいかない

ということ。 

もう一つ、3月、4月以前と違っているのは、

技術的な革新というか、医療面で様々なことが

少しずつ分かってきている。これをどう活用す

るか。研究体制の部分では、日本には優秀な研

究者がたくさんいるので、もう少しオールジャ

パンになると、もっと早く研究の成果が出せる。

その成果を、実際の感染拡大や感染者そのもの

を早く探知するということに向けられる。 

そういう意味で前と少し違って、いろいろな

角度から――いままでは一辺倒でしたね、8割

削減というような、それしか方法がなかったが

――だんだんと闘うツールといいますか、道具、

診断キット等々ができたので、そちらがこれか

らますます重要になってくる。そういう意味で、

医療界の、特に研究者を含めて、さらに期待を

しています。 

質問（Zoom） 現在、専門家会議や有志の会

が独自の情報発信をされていますが、今後もこ

うした形での独自の情報発信をされていくの

でしょうか。ツイッターなどを使われています

が、課題や改良点はありますか。 

「正しく恐れる」のは本当に難しい 

脇田 お答えする前に、先ほど市民の方に何

を求めるかという話があったので、それをちょ

っと岡部さんからお願いします。 

岡部 市民の方にとっては、情報があり過ぎ

たり、足りなかったりして、当初から言ってい

るような「正しく恐れる」というのは本当に難

しいことだと思います。いまは少し落ちついて

きたところで、おそるおそる活動を広げている

ような感じですね。 

行動変容としてお願いしたような幾つかの

ことや、一般生活のことがずうっと未来永劫続

くわけではない。この病気はゼロにはならない

というのがいまの見込みですけれども、「ウィ

ズコロナ」という言葉が出ましたが、この病気

を知ってもらい、どの程度までなら普通の生活

をしても大丈夫だという許容範囲を私たちも

示さなければいけない。一般の方も、極端にす

ごく怖がっている人と、もう大丈夫だと言って

いる人と、両極端ですが、だんだん本当の日常

生活に戻していく必要があるので、極端に両方

に走らないでください、と言いたい。そのため

に様々な情報はこれからも出していくと思い

ます。 

ただ、気をつけなければいけないのは、感染

者が増え始めたときに、重くなってしまった方

を引き受けられるようにしなくてはいけない。 

ほかの病気も共通で、例えばインフルエンザ

は、病態は違いますけれども、多くの方は軽く

治るのですが、急激に悪くなる人がおられるわ

けです。そういうことを注意しながらやってい

かなくてはならないだろうと思います。 

一般の方にできるだけ安心して過ごしてい

だだきたいけれども、われわれも安心している

わけではなくて、ヒヤヒヤしているのですけれ

ども、同じように一般の方があまりヒヤヒヤし

すぎないようにしたほうがいいのではないか

と思います。 

脇田 リスクコミュニケーションという意

味で、われわれ専門家からの情報発信の窓口と

して、有志の会から発信し続けてきました。多

くの専門知識を持ったボランティアの方のお

手伝いもあり、そういった形で情報発信をして
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いるわけです。これが必要かどうかは、まだデ

ィスカッションを十分にしていませんが、当面

は必要だと思っていますので続けていって、い

つの間にかマイクを置いていた、という形で終

わっていればいいのかなと思っています。それ

まで、しばらくはそういった情報発信を続けて

いきたいと考えています。 

質問 尾身先生に伺います。PCR検査のこと

です。何度も会見のたびに説明されていて恐縮

ですが、１月下旬や 2 月上旬という早くから

PCR検査は必要だと、拡充を求めていらしたと

は思います。そういったアドバイザリーボード

が設置される前後から保健所機能に対する過

信があったのかどうか。保健所での PCR検査の

キャパシティに限界があるという認識があっ

たのか、最初は分からなかったのか。そして、

クラスター対策のための行政検査は、保健所の

キャパシティーで対応できると当初は思われ

ていたのか。 

当初から認識していた保健所機能のひっ迫 

尾身 PCR検査のキャパシティーが、感染が

拡大していくと足りなくなるという認識は当

初からありました。それは 1 月ではありませ

ん。先ほど申しあげたように、最初にわれわれ

が文書の形で言ったのは2月10日の会議です。

議事概要にそう載っていて、われわれが発言し

たと思うのですけれども、とにかくキャパシテ

ィーの問題が非常に重要だと申しあげた。先ほ

ど岡部先生のほうからもありましたけれども、

保健所の機能の問題、あるいは衛生研究所のキ

ャパシティーの問題は、すでにクルーズ船のと

きから分かっていました。少なくともわれわれ

は保健所機能を過信していたというより、むし

ろ最初から、これはなかなか大変だというイメ

ージを持っていました。どんどん感染が拡大し

てくると、現場の声がわれわれに届いていた。

当時、保健所は発熱の相談窓口をやって、検体

の運搬もやらなくてはいけないし、入院患者の

手配もしなければいけない。と同時にクラスタ

ー対策もしなくてはいけなくて、かなり早いう

ちから保健所が目いっぱいだということは、わ

れわれの耳には届いていました。だから保健所

機能を過信していた人は誰もなかったし、政府

も同じでした。 

最初のプレゼンテーションで脇田先生が

SARSのことをおっしゃり、岡部先生が 2009年

の新型インフルエンザに触れられたように、た

またま日本の場合にはいい結果が出てきたの

で、危機管理的な文化が醸成されていなかった

中で、こういうことが起きたと。これを教訓に

して、第 2波、第 3波に対して様々な体制を強

化していく必要があると思っています。 

岡部 PCR検査をするのは、保健所ではなく

て、私のいる衛生研究所なのですけれども、衛

生研究所では、例えば MERS（中東呼吸器症候

群）とかジカ熱とかデング熱などの非常に稀な

病気が出たときに対して、きちんと検査を地域

で行なえる機能を持たせています。それに食中

毒が発生すれば、それの検査も行う、あるいは

麻疹が発生したらその検査も行う。それらは全

て PCRも関与するのです。 

今回のような場合、新型コロナだけに集中し

ているわけにはいかなくて、その間に食中毒が

出ればその検査もしなくてはいけない。おのず

からキャパシティーは決まってきているわけ

です。 

つまり、日本の制度は、危機管理ということ

で言うならば、通常の行政検査、それから少し

変なものが出たときの検査、これは十分にでき

るようにはなっていますが、パンデミックのよ

うな形になったときに大量の検査を引き受け

るというのは、システムとしてはできていない

のです。そこは大きな課題だと思います。 

現実に、何でも引き受けていると、徹夜も 3

日間ぐらいならできますけれども、それは 1週

間、2 週間、1 カ月はとてもできない。しかも

疲労があるとヒューマンエラーは必ず出てき

ます、非常に微妙な検査だけに。 

ただ、そういう限度がある以上は、ほかのと

ころも利用してできるようなシステムを作ら

ないといけない。感染症法で規定されている疾

患の行政検査は、保健所と感染研がやらなくて

はいけないわけです。そういうシステムも切り

換えながら拡充してください、とはお願いして
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いました。しかし、実際に検査を引き受けるこ

とが心配な人も含めて、PCR検査はとてもでき

ないという現実をみながらの対応だった思い

ます。 

司会 ありがとうございました。最後に、一

言ずつメッセージがありましたら、いただきた

いと思います。では、岡部先生から。 

次のパンデミックに備えて 

岡部 私は SARSもやりましたし、2009年の

新型インフルエンザのパンデミックもやりま

したけれども、まさかまた同じように引っ張り

込まれると思わなかったです。ただ、間違いな

く進歩していると思います。でも、残した課題

もあるので、それを解決していかないといけな

い。私たちもそうですし、メディアの方も含め

て、もう一回 10 年後にパンデミックが来たと

きに同じことを繰り返してはいけないので、お

互いにいろいろな意見を出しながら、少しでも

いい方に向けていけたらいいなと思っていま

す。 

脇田 私は、新型コロナウイルス感染症対策

で専門家会議の座長と、それから感染症研究所

の所長という立場で、この 4カ月間、全力で走

ってきました。こういったパンデミックに対応

する体制が――先ほど日本版 CDC が必要では

ないかという話がありましたけれども――ど

ういった機能が日本に必要なのかを十分に検

討して、将来に備えなければいけない。将来と

いっても、すぐ直近にあるかもしれない第 2波

にどうやって備えていくいかを、専門家の先生

方と、私ども研究所、厚生労働省とも相談をし

ながら対応していきたいと思っています。 

これで終わりということではないですので、

われわれ、これからも取り組んでいきたいと考

えています。ありがとうございます。 

尾身 私は、SARSのときに、WHOで実際に対

策に当たった者ですけれども、それに比べると、

今回は本当に難しい病気だと感じました。 

専門家として感謝するというのは、ちょっと

傲慢じゃないかと思われるかもしれないけれ

ども、本当に日本の医療界もそうですし、一般

の人も、本当に大変な中で頑張っていただいた

という気持ちがものすごく強いです。 

どんな組織でも完璧な組織はないし、完璧な

事業、オペレーションはないのですね。ある程

度課題が分かったら、すぐにそれを改善してい

くことが一番大事だと思います。今回、われわ

れ自身もいろいろ不完全なところがあったと

思いますけれども、そういう中でわれわれが気

づいたことを今日発表させていただいたわけ

です。こうした経験がこれからの対応に少しで

も役に立てればいいのかなという思いです。本

当に今日はありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。 
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